
1 

 

日本人類遺伝学会 「DTC遺伝学的検査に関する見解」      2008年 10月 2日 

 

註）DTC遺伝学的検査は Direct-to-Consumer Genetic Testingの日本語訳であり，直接消費者に提

供される遺伝学的検査を意味している．本見解は医療機関を通さず直接消費者に提供される遺伝学的

検査の中でも，一般には体質遺伝子検査とよばれている易罹患性検査を中心に，医療上の意思決定に

直接関係する可能性のある遺伝学的検査について述べるものである． 

 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究の進展により，多くの単一遺伝子疾患の責任遺伝子の同定がなされるだ

けではなく，多因子疾患の遺伝要因の解明も急速に進められており，個々人の遺伝的背景に基づいて

最適な医療を提供する個別化医療（オーダーメイド医療，テーラーメイド医療）の実施も現実のもの

となろうとしている． 

 

一方，個人の遺伝情報を明らかにする遺伝学的検査に用いられる DNAは，採血等の医療行為によら

ずとも，毛髪，爪，頬粘膜等の採取により得ることができることから，遺伝医学に詳しい専門家・医

療機関を通さず，直接消費者に遺伝学的検査サービスの提供を行なう企業が現れた． 

 

このような直接消費者に提供される遺伝学的検査には， 

 

1）遺伝学的検査の科学的根拠，結果解釈およびそれらの限界について，正確な情報が消費者に伝え

られているか？  

 

［解説：遺伝学的検査は極めて複雑であり，遺伝医学の知識に乏しい一般消費者が，遺伝学的検査の

科学的根拠を理解すること，および検査結果を解釈することは非常に困難である．］  

 

2）遺伝学的検査の分析的妥当性、臨床的有用性などの科学的根拠が示されており，遺伝学的検査サ

ービスとして実施する意義があるか？ 

 

［解説：DTC遺伝学的検査に限らず，一般に体質遺伝子検査と呼ばれている遺伝学的検査の多くは，

個人の体質を確実に表すもの，あるいはある疾患を発症するかどうかについて明確な答えを与えるも

のではなく，体質あるいは発症のリスクについて，その確率を示しているにすぎない．またその検査

の有用性が科学的に証明されているものは極めて少ないのが現状である．］ 

 

3）遺伝学的検査の精度に関する質的保証が適切になされているか？  

 

4）遺伝学的検査により明らかにされた個人遺伝情報が適切に保護されているか？ また，使用され

たあとのサンプルは適切に処理されているか？ 
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などの危惧が存在するため，DTC 遺伝学的検査について，国際的にはすでに種々のガイドライン・

声明・文書等が公表されている．またわが国においても個人遺伝情報の扱い方について「経済産業分

野のうち個人遺伝情報を用いる事業者における個人情報保護ガイドライン」（経済産業省）が公表さ

れている．  

 

DTC 遺伝学的検査は，ビジネスとして提供されるため，国境を越えて実施される可能性がある．こ

れらのことに鑑みて，日本人類遺伝学会は，学会員および関係者に下記の提言を行なう．  

 

1）DTC遺伝学的検査においては，その依頼から結果解釈までのプロセスに十分な遺伝医学的知識の

ある専門家（臨床遺伝専門医等）が関与すべきである．  

 

2）DTC遺伝学的検査を実施する際は関連するガイドライン等を遵守すべきである．  

 

3）公的機関は DTC遺伝学的検査について監督する方法を早急に検討すべきである．  

 

4）消費者が不利益を受けないように，関係者はあらゆる機会を通じて，一般市民に対し，遺伝学の

基礎および DTC遺伝学的検査について教育・啓発を行なうべきである．  
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